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は じ め に 
       

遊漁船・瀬渡船は，釣客の娯楽等に供される船舶で，レジャーとして

広く一般に浸透しています。 
 

   広島地方海難審判庁が管轄している海域には，数多くの好漁場があ

り，多くの釣客が訪れています。それらの漁場は，多くの船舶が航行し

たり，潮流が早く狭い海域であったり，障害物が多く存在する海域でも

あったりします。また，釣客を上陸させる場所が主要な航路から離れ，

航路標識などが整備されていない海域である場合が多いため，遊漁船や

瀬渡船の船長のように周辺海域の状況を熟知している場合であっても，

海難が発生して釣客や乗組員などに死傷者が出ております。 
 
   当審判庁において平成１３年から同１８年の６年間に裁決のあった遊

漁船・瀬渡船関連海難２６件について分析し，その再発防止に向けた提

言を行うことにしました。 
今回の分析と提言とにより，遊漁船業者等の海難に対する認識が深ま

り，今後の事故防止の一助になれば幸いです。 
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１  海難分析データ 
 

１－１ 裁決から見る海難発生状況 
     

広島地方海難審判庁においては，平成１３年から同１８年までの６年間

に，遊漁船・瀬渡船海難の裁決が２６件（２６隻）で，その内訳は遊漁船

が２０件（２０隻），瀬渡船が６件（６隻）となっています。 
  また，海難の種類別の内訳は以下のとおりで，衝突が２０件と最も多

く，全体の７５％以上を占めています。 

15

5

1 1 1 1
2

0

5

10

15（件数）

衝突 衝突（単） 乗揚 転覆 死傷等

海難の種類別の内訳

遊漁船

瀬渡船

 
       ＊衝突（単）…防波堤などへの単独衝突の略 

 
次に海難を起こした２６隻の，海難発生直前における動静について調べ

た結果を次に示します。 

海難発生直前の動静状況

2隻1隻

７隻

８隻

５隻

2隻

1隻
釣場移動中

帰航中

瀬渡中

遊漁中

回航中

待機中

その他

 
 
 
 

「釣りを行う」などのために機関を止めている時よりも，釣場移動

中，帰航中などの動いている時の方が海難は多く発生しています。
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１－２ 衝突海難の原因 
 
 
       見見見張張張りりりののの励励励行行行ががが海海海難難難ををを防防防ぐぐぐ！！！    
 
 
 
  ２０件の衝突海難の原因について調べたものを，次に示します。 
  各海難原因を比較してみると，「見張り不十分」９隻，「動静監視不十

分」６隻と圧倒的に多く，この二つで全体の７５％を占めます。 
   

1 1

1

1

1

6

6 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
（隻数）

原因無し

視界制限時の運航不適切

衝突回避不履行

灯火不表示

動静監視不十分

見張り不十分

 衝突海難（20件　20隻)
遊漁船

瀬渡船

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

「周囲を一度見たが，相手船を見落とした」 

「自船に影響がないと思い，相手船から目を離した」 

などの状況から海難に繋がるケースが多くあります。 
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１－３ 衝突に至るまでの相手船の視認状況 
 
 
 
  接接接近近近すすするるる船船船はははいいいななないいいかかかどどどうううかかか，，，周周周囲囲囲をををよよよくくく見見見ててておおおこここううう！！！

  
   
 
  発生件数の多かった衝突海難について，船長や操船者が，相手船を衝突

のどのくらい前から認識していたかをまとめたものを次に示します。 
「衝突直前まで気付かなかった」，「相手船を見ていなかった」という

船舶が２０隻中１３隻で，６５％の船舶が衝突直前になって相手船に気付

いたか，衝突するまで全く気付かないという状況が分かります。   

11

2

1

1

1

1

2

1

0 2 4 6 8 10 12

（隻数）

相手船を見ていない

衝突直前

衝突30秒前

衝突 1分前

衝突 2分前

衝突 3分前

衝突 5分前

衝突10分前

衝突前の相手船初認状況

  「衝突直前まで気付かなかった」，「相手船を見ていなかった」１３隻 
の，その背景要因をまとめたものを次に示します。 

 
・釣客との会話に気を取られた。       （２隻） 
・釣客の様子が気になっていた。       （２隻） 
・特定の目標を注視していた。        （２隻）    
・夜間，相手船が灯火を点けていなかった。  （２隻） 
・機器の操作に気を奪われた。        （１隻） 
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・太陽の海面反射が眩しく，船首方向を見る 
ことが出来なかった。           （１隻） 

・濃霧注意報が発表されていたため，航行中の 
船舶はいないと思っていた。        （１隻） 

・船首の死角を補う見張りを行わなかった。  （１隻） 
・船首が浮上し，前路の見通しが妨げられた。 （１隻） 



       - 7 - 

 
   
 

１－４ 音響信号の設備・使用状況 

 

   
音音音響響響信信信号号号ををを有有有効効効ににに活活活用用用しししよよよううう！！！ 

   
 
 
  衝突海難を起こした船舶２０隻の音響信号設備の装備状況を調べた結果

を次に示します。 

1

1

3

1

1

1

3
9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 （隻数）

不詳

装備無し

笛

電気ホーン（車用）

第４種警笛

モーターサイレン

モーターホーン

装備していた音響信号設備の内訳

遊漁船

瀬渡船

  
  遊漁船・瀬渡船ともに，モーターホーンの装備隻数が多いことが分かり

ます。 

 
全体を見ても，笛まで含めると，９０％の船舶が，相手船に自船の存在

を知らせる手段を持っていたことになります。 
 

  しかし，衝突した船舶２０隻中１３隻が，「衝突直前まで気付かなかっ

た」もしくは「相手船を見ていなかった」という状況では，折角，音響信

号設備を装備していたにもかかわらず，既に吹鳴する機会を失していたこ

とになります。 
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衝突前に，音響信号を吹鳴した事例は１件も

ありませんでした。有効に活用しましょう。 

 

次に，衝突３０秒以上前に相手船に気付いた船舶７隻の音響信号装備状

況と衝突前の使用状況をまとめたものを次に示します。 
 

音響信号装備状況

1

1

5

0 1 2 3 4 5 6

電気ホーン(車用)

モーターホーン

隻

遊漁船

瀬渡船

衝突時の使用状況

1

0

5

1

0

0 2 4 6

吹鳴

不吹鳴

不詳

隻

遊漁船

瀬渡船

   
不吹鳴５件の背景要因としては，一度は相手船を視認したものの，無難 

に替わるものと判断したり，他船などの，別のことに注意が向けられたた 
めに，その後の動静監視が十分に行われず，相手船の接近に気付かなかっ 
たりして，吹鳴していませんでした。 
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１－５ 海難による死傷者と救命胴衣の着用状況について 
 
 
 
  万万万一一一ににに備備備えええててて，，，救救救命命命胴胴胴衣衣衣ををを着着着用用用しししよよよううう！！！ 
 
 
 

今回調査した海難２６件のうち，死傷者が生じた海難は９件で，死傷者

は２５人でした。 
  その内訳を示します。 
 

1 10

2 7

1

1

1 1 1

0 5 10 （人数）

軽傷

全治１ヶ月以内

全治2ヶ月以内

全治3ヶ月以内

死亡

死傷者数とその内訳

船長
乗組員
乗客
釣客

 遊漁船・瀬渡船に関する海難中，釣客等が海中に転落した船舶が３隻

（衝突事件２隻，転覆事件１隻）ありました。 
 

海中転落者の死傷状況を次に示します。 
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1 1 11

1 4

1

0 2 4 6 8 10 12 （人数）

負傷無し

全治１ヶ月以内

死亡

海中転落者の死傷状況

船長

乗組員

釣客

    
＊ 死傷者の数は，「死傷者数とその内訳」のグラフの内数です。 

      ＊「負傷無し」欄については，負傷していなかったため，「死傷者数とその内訳」には含まれ

ていません。 

 
 

また，海中転落者１９人の救命胴衣の着用状況を次に示します。 
 

救命胴衣着用状況

1

1

17

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

不詳

着用

不着用

（人数）

遊漁船

瀬渡船

 
 

 

 

海中転落者のうち，救命胴衣

を着用していた者は１人しかい

ませんでした。泳ぎに自信があ

ったり，動きづらさを感じて

も，安全のため，救命胴衣を着

用させましょう。 

転落時の衝撃で意識を失って

しまい，亡くなった方もおりま

す。 
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２ まとめ 
 
  遊漁船・瀬渡船は，釣客の娯楽等に供される船舶で，レジャーとして広 
く一般に浸透しています。 
しかし，レジャーで乗船する釣客は，乗組員などに比べて海や船に関す

る知識が少ないので，突発的な事態への対応ができなかったり，遅れたり

します。ひとたび海難が発生すれば，船舶の損害だけでなく，乗船者の人

命に関わる被害が発生するおそれがあるため，船舶所有者及び船長などの

遊漁船事業者は，釣客などに対する安全を最優先とした海難防止対策をと

ることが重要性を増します。 
 
ここまで分析した結果をまとめると， 

 

  以上の４点が挙げられます。 
 
  船長が単独で乗り組んでいて，「釣客の対応に忙しく十分な見張りがで

きない」などの事情はあると思いますが，レジャーに訪れる釣客の安全を

守るためにも，より一層の海難防止対策の充実が求められています。 

 
 
 １ 衝突海難が７５％以上を占めていること 
  
２ 相手船を見ていない（見張り不十分），一旦は相手船を

認めても，その後の動静を見ていない（動静監視不十分）

が衝突原因の７５％を占めていること 
  
３ 音響信号設備を持っていた船舶が９０％であるにもかか

わらず，自船の存在を知らせるため使用した船舶がいない

こと 
 
４ 海中転落が発生した船舶中，釣客などに救命胴衣を着用

させていた船舶はほとんどなかったこと 
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３ 海難防止に向けて（提言） 
 

今回の分析を踏まえて，下記の海難防止対策を図ることを提言します。 
 
１ 一般的な海難防止策  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
２ 衝突海難の防止策 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 船長は，自ら必要な海事知識と技術を習得し，釣客の生命を預かると

いう意識を持ち，常に安全運航に努めること 

 

(2) 釣客に対して運航計画や安全運航上の注意事項について説明し，釣

場の様子，往復の運航の状況，当日の気象状況などについても周知して

おくこと 

 

(3) 釣客に救命胴衣を着用させることはもちろんのこと，救命胴衣の着用

に当たっては，正しい着用方法について指導し，その着用状態を確認する

こと 

 

(4) 錨泊するときには形象物を表示すること 

 

(5) 定員を厳守すること 

(1) 航行中の注意 

① 他船を見落とすことのないよう，周囲の見張りを十分に行うこと 

 

② 夜間，他船の灯火やレーダー映像を認めたときには，衝突のおそ

れの有無を判断できるよう，動静監視を十分に行うこと 

 

③ 船首方に死角があるときは，死角内の船舶を見落とすことがない

よう，船首を振る，見張り位置を変えるなどして，死角を補う見張り

を行うこと 
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３ 死傷等海難の防止策 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 釣客との会話に気をとられて見張りをおろそかにしないこと 

 

⑤ 接近する他船に対しては，音響信号を有効に活用して，自船の存

在を知らせること 

 

⑥ 釣場移動中や帰航中に海難が多く発生しているので，特に注意

して航行すること 

 

⑦ 釣場を移動中，周囲には多くの船舶が存在し，衝突のおそれがあ

る見合い関係を回避しても，すぐに第三船との見合い関係が成立

する可能性があるので，常に周囲の船舶の動静を監視すること 

 

  (2) 漂泊・錨泊して釣りを行う際の注意 

① 接近する他船を見落とすことがないよう，周囲の見張りを十分に

行うこと 

 

② 接近する他船を視認したときには，衝突のおそれの有無を判断

できるよう，その動静監視を十分に行うこと 

 

③ 必要に応じて音響信号を吹鳴すること 

(1) 航行中の安全を確保するために，釣客に対して必要な注意事項を十分

に説明すること  

 

(2) 乗船者には救命胴衣を着用させること 
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４ 参考事例 
事例１                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貨物船Ａ丸  遊漁船Ｂ丸 衝突  山口県岩国港     

発生日時：Ｈ１６.１０.３  １１：４５  気象： 曇 北北東風 風力４ 視程１０㎞以上 

Ａ丸（１９９㌧）： 乗組員４人            広島港→関門港  

一等航海士（船橋当直）：５７歳 五級海技士（航海）免許 海上経験３９年 

Ｂ丸 （２.６㌧） ： 乗組員１人 釣客６人  岩国港内で錨泊して遊漁中 

                 船   長      ：５９歳 一級小型船舶操縦士免許 海上経験３４年 

★ 損傷等： Ｂ丸 船尾部破口により浸水 

       衝突後，転覆のおそれがあったので救命胴衣を着用させたが，釣客１人が衝突の衝撃で頭部打撲によ

り意識を失い，救命胴衣を着用させることができず，その後Ｂ丸が転覆し，釣り客１人が溺死した。  

海難原因： 

Ａ丸…見張り不十分で，錨泊中のＢ丸を避けなかった。  Ｂ丸…衝突を避けるための措置を取らなかった。 

①Ｂ丸 １時間

１５分前 

機関を停止し，衝

突地点で錨泊，遊

漁を開始 

①Ａ丸 ５０分前 

大畠瀬戸に向く２０５度に定め，

１０.０ノッﾄの速力で進行，船長

が降橋し，一等航海士の単独当直

となる 

②Ａ丸  １５分前～衝突 

Ｂ丸に０.８海里まで接近，前方を

一見して他船はいないものと思い

ジブクレーンによる船首死角（約

８度）を補う見張りを十分に行わ

ないまま続航して衝突 

Ａ丸 石灰石積み込みのため関門港へ向かう 

②Ｂ丸 １５分前～衝突 

錨泊後，Ａ丸が正船尾０.８海里に接近したが

釣客を見たまま，周囲の見張りを十分に行わな

かったので，接近するＡ丸に気付かず衝突 

★再発防止のために 

 ① 乗船したら直ちに救命胴衣を着用させる 

 ② 錨泊する時には，接近する他船を見落とさな

いよう，周囲の見張りを十分に行う 

 ③ 自船を避けないまま相手船が接近する時は，

錨索を外して機関を始動するなど，衝突を避け

るための措置をとる 
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事例２                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瀬渡船Ａ丸  浮消波堤衝突      島根県浦郷港    

発生日時：Ｈ１４.６.８ ２０：４２ 気象：曇 北風 風力５ 上げ潮の初期 視程１０㎞以上 

Ａ丸（７.９㌧）：乗組員２人釣客７人  島根県浦郷港→島根県来居港 
                船    長：６９歳 一級小型船舶操縦士免許 海上経験４９年 
★ 損傷等： Ａ丸 船首に破口 
       甲板員と釣客１人が死亡。船長と釣客６人が重軽傷を負う。 
    

海難原因： 

消波堤間の水路を航行する際の見張りが不十分で，右偏しながら消波堤に向首進行した。 

３分前 

釣客７名を乗せ，浦郷港を発し，知夫里島

来居港に向かう 

１分前 

東浮消波堤と西浮消波堤との間の

水路中央に向くよう右舵を取り，

１５３度となったので，舵輪を中

央に戻し，１６.０ノットとした

まま港外に向けた 

船長は舵輪を中央に戻したが，右舵が少し残ってい

たため，予定針路から徐々に右偏を始めた，しかし

船長は，舵角指示器を見ないまま，甲板員と雑談

し，前路の見張りを十分に行わなかった。 

その後もＡ丸は右偏を続けたが，船長は依然前路

の見張りを十分に行わなかったので，このことに

気付かず，西浮消波提に衝突のおそれがある 態

勢で接近した 
１分前～衝突 

船長は，間近に迫った 西浮消波提を初め

て認め，左舵一杯を取ったが 衝突した 

★再発防止のために 

 夜間，浮消波堤のある港を出航するときには，浮消波

堤の灯火を見るなどして，前路の見張りを十分に行ない

ながら，水路の中央を安全に航過できるよう航行する 
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広島地方海難審判庁 

〒７３４－００１１ 

広島市南区宇品海岸三丁目１０番１７号 

広島港湾合同庁舎４階 

ＴＥＬ ０８２－２５１－４６０４ 

ＦＡＸ ０８２－２５５－４９４１ 

 
海難審判庁ホームページはこちらです 

http://www.mlit.go.jp/maia/index.htm 


